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業務組織機構図（2019年6月30日現在）
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注：支店には、営業店規模に応じて、
　　上記の部門またはローンセンター
　　を置く事ができる。
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●理事及び監事の氏名及び役職名

理事長　杉本　宗之 副理事長　河村　和男 専務理事　住友　誠教

常務理事　間嶋　祐一 常務理事　十川　淳二 常務理事　大西　和彦 常勤監事　前田　愼一

役 職 名 氏　　　名 所　属　団　体　等
理　事　長 杉　本　宗　之 ＪＡＭ井関農機労働組合松山支部
副理事長 河　村　和　男 ＰＨＣ労働組合四国支部
専務理事 住　友　誠　教 員外
常務理事 間　嶋　祐　一 ＮＴＴ労働組合四国総支部高知分会
常務理事 十　川　淳　二 タダノ労働組合
常務理事 大　西　和　彦 員外
理　　事 田　村　敬　一 ＪＰ労組四国地方本部徳島連絡協議会
理　　事 川　口　誠　二 ＮＴＴ労働組合四国総支部徳島分会
理　　事 大　谷　竹　人 自治労徳島県本部
理　　事 井　出　哲　夫 自治労香川県本部
理　　事 福　家　良　一 ＮＴＴ労働組合四国総支部香川分会
理　　事 橋　本　文　弘 四国電力労働組合本部
理　　事 藪　下　壽　博 三豊運送労働組合
理　　事 井　上　俊　正 大王製紙労働組合
理　　事 中　田　　　英 宇和島自動車労働組合
理　　事 菅　原　　　剛 帝人労働組合松山支部
理　　事 岡　本　　　武 別子労働組合
理　　事 越　智　俊　盛 ルネサスグループ連合会西条地区支部
理　　事 肥　本　博　昭 ＵＡゼンセンサニーマート労働組合
理　　事 松　﨑　忠　弘 オルタス労働組合高知支部
理　　事 石　川　俊　二 自治労高知県本部
理　　事 中　根　豊　作 高知県教職員組合
理　　事 北　村　亜矢子 員外
常勤監事 前　田　愼　一 員外
監　　事 尾　関　　　定 ジェイテクト労働組合徳島支部
監　　事 嶋　田　剛　好 ＪＲ四国労働組合本部
監　　事 白　石　　　岳 クラレ労働組合西条支部
監　　事 井　上　浩　司 とさでん交通労働組合

（2019年6月30日現在）

●代表理事・常勤理事の兼職又は兼業の状況
　労働金庫法第35条（兼職又は兼業の制限）第１項の「内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可」を受けて兼職又は兼業を
行っている常勤役員はおりません。

●会計監査人の氏名又は名称
　ＥＹ新日本有限責任監査法人（2019年６月現在）
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●報酬等に関する事項

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役
員」は、常勤理事および常勤監事のことです。対象役
員に対する「報酬等」は、職務執行の対価として支払
う「報酬」および在任期間中の職務執行および功労の
対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成され
ております。

⑴　報酬体系の概要
　【報酬】
　非常勤を含む全役員の報酬につきましては、通常総
会において、理事全員および監事全員それぞれの支払
総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の報酬額につきましては役位等
を勘案し、当金庫の理事会において決定しております。
また、各監事の報酬額につきましては、監事会におい
て決定しております。　
　【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当
金を計上し、退任時に通常総会で承認を得た後に支払
っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金
の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めて
おります。

ａ．支払金額と算定方法　
支給額は、退任時の「第一基本報酬」に対して、
在任１年につき2.5の支給率を乗じた金額とし、
100円未満の端数が生じた時は、100円に切り上
げる。

ｂ．支払時期と支払方法
総会の承認を得た後、速やかに一括して支払う
ものとする。

ｃ．会計処理
毎決算期に、「役員退職慰労引当金」を計上する
こととし、退任時の「第一基本報酬」に在任１
年につき2.5の割合で計算した期末要支給額の100
％を繰り入れ、翌年度取り崩しをする洗替え方
式で処理する。

⑵　2018年度における対象役員に対する報酬等の
　　支払総額

⑶　その他
　「労働金庫法施行規則第114条第１項第６号等の規定
に基づき、報酬等に関する事項であって、労働金庫等
の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与える
ものとして金融庁長官および厚生労働大臣が別に定め
るものを定める件」（平成24年３月29日金融庁・厚生労
働大臣告示第４号）第３条第１項第３号および第５号
並びに第２項第３号および第５号に該当する事項はあ
りません。

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職
員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金
庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員
が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のう
ち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響を与
える者のことです。
　なお、2018年度において対象職員等に該当する者は
おりません。

１対象役員

２対象職員等

区　　分 支　払　総　額

対象役員に対する報酬等 116

（単位：百万円）

１．対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です。
２．上記の内訳は、「報酬」103百万円、「退職慰労金」12

百万円となっております。

　なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職
慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当
年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めてお
ります。

２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等の
うち、当金庫の連結総資産に対して２％以上の資産を有
する会社等をいいます。

３．「同等額」は、2018年度に対象役員に支払った報酬等の
平均額としております。

４．2018年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以
上の報酬等を受ける者はおりません。

項　　　目 2018年度末 2017年度末

職 員 数 （ 人 ） 454 465

　 う ち 男 性 219 230

　 う ち 女 性 235 235

平 均 年 齢 42歳4月 42歳9月

平 均 勤 続 年 数 13年9月 14年2月

平均給与月額（千円） 351 354

●職員の状況

１．職員数には、嘱託職員等を含めた人数を記載しており
ます。

２．職員数には派遣職員は含みません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額で

す。


